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越生町農業集落排水事業経営戦略  

 

団  体  名  ：  越生町  

事  業  名  ：  農業集落排水事業  

策  定  日  ：  令和４年３月  

計 画 期 間  ：  令和４年度～令和１３年度  

改  定  日  ：  令和８年３月  

 

１．事業概要  

（１）事業の現況  

    越生町の農業集落排水事業は、町の西部に位置した地域で実施し、

地域全体が外秩父山地から連なる中山間地域です。昭和６３年から上

大満地区、平成３年に中大満地区、平成５年に下大満地区、平成６年

に上谷地区、平成８年に小杉日向山中地区、平成１１年に堂山地区、

平成１６年に小杉日影太梅地区が供用開始し、７処理区すべてが整備

を完了しています。これらの施設は供用開始から約２１～３７年が経

過し、各処理施設の老朽化対策が必要です。  

 

① 施設  

供用開始年度 

（供用開始後

年数）  

昭和63年度 上大満 地区（37年） 

平成 3年度 中大満 地区（34年） 

平成 5年度 下大満 地区（32年） 

平成 6年度 上  谷 地区（31年） 

平成 8年度 小杉日向 

山中地区（29年） 

平成11年度 堂 山 地区（26年） 

平成16年度 小杉日影 

太梅地区（21年） 

法適（全部適

用・一部適用） 

非適の区分  

法適 

適用年月日 

令和６年４月１日 

処理区域内人口密度   ９．２人 /ha（令和３年３月３１日）  

流域下水道等への接続の有無   無  

処理区数   ７処理区  

処理場数   ７施設  

広域化・共同化・最適化  

実施状況＊１    

 無  

 



                                 

 

 

＊１ 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との

事業統合、流域下水道への接続を指す。 

   「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定

住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む。）、広域化・共

同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣

通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事

務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

   「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化

槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なも

のを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処

理区の統廃合を伴わない。）を指す。 

 

② 使用料  

一般家庭用使用料体系

の概要・考え方  

 

農業集落排水事業の使用料体系は、使用水量に応

じた従量制と応じた従量制とその増加に伴って単価

を高くする累進制をとる体系となっています。  

 井戸水等上水道以外を使用する場合の水量は処理

人数に５㎥を掛けた水量を加算します。  

              （月額税別）  

基本料金（10 ㎥まで）   975 円  

10 ㎥を超え 30 ㎥まで   110 円／㎥  

30 ㎥を超え 50 ㎥まで   120 円／㎥  

50 ㎥を超え 100 ㎥まで   150 円／㎥  

100 ㎥を超え 200 ㎥まで   170 円／㎥  

200 ㎥を超え 500 ㎥まで   200 円／㎥  

500 ㎥を超え 1000 ㎥まで   220 円／㎥  

1001 ㎥以上   250 円／㎥  
 

業務用使用料体系の  

概要・考え方  

 使用料の算定は上水道使用料をもとに算出し、基

本料金を含む１０㎥までは９７５円（月額税別）で

す。１０㎥を超えると上記の料金体系により加算し

ます。井戸水等上水道以外を使用する場合の水量は

処理人数に５㎥を掛けた水量を加算します。  

その他の使用料体系の

概要・考え方  

 学校のプールで、集落排水施設に流さない水量は、

使用水量から差し引いた水量で請求をしています。  



                                 

 

 

条例上の使用料＊２  

（20 ㎥あたり）  

＊過去３年度分を記載  

令和４年度 1,750 円  

令和５年度 1,750 円  

令和６年度 1,750 円  

実質的な使用料＊３  

（20 ㎥あたり）  

＊過去３年度分を記載  

令和４年度 1,750 円  

令和５年度 1,750 円  

令和６年度 1,750 円  

＊２ 条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。  

＊３ 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値  

２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。  

 

③ 組織 

職 員 数 兼務３名 

事業運営組織 越生町の農業集落排水事業は、産業観光課に属し、

農業集落排水事業の管理と事務を行っています。 

 

（２）民間活力の活用等 

民間活用の状況 

 

 

 

ア 民間委託 

（包括的民間委託を含

む） 

・処理施設の保守点検 

・処理施設内で発生した滞

留物・汚物等の処理 

・上水道との料金一括徴収 

イ 指定管理者制度  活用なし 

ウ PPP・PFI  活用なし 

資産活用の状況 ア エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・

発電等）＊４ 

 活用なし 

イ 土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の

活用等）＊５ 

 未利用土地・施設はない 

＊４ 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴

い生じる資源（資産を含む）を用いた収入増につながる取組を指す。  

＊５ 「土地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠

な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。  

 

 

 

 



                                 

 

 

（３）経営比較分析表を活用した現状分析  

 ※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及 

び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表） 

を添付すること。 

 令和６年度から公営企業会計に移行したが、会計上は人が配置されて  

いないため、経営分析上困難を要する。  

   

２．将来の事業環境  

（１）処理区域内人口の予測  

 各処理区域ごとの人口が少なく、個別の人口予測が困難なため、算出

していない。  

 

（２）有収水量の予測  

各処理施設内人口は、町の人口減少が予測される中では、増加は見込

めず、有収水量も減少するものと思われる。  

   

（３）使用料収入の見通し  

令和７年度に、越生町が加入する公共下水道組合の料金改定に併せて

使用料の改定を行った。越生町の農業集落排水事業の使用料は、公共下

水道組合の使用料と同様とする経緯があり、今後も公共下水道組合の使

用料を注視しながら、農業集落排水事業使用料を決定していく予定であ

る。  

   

（４）施設の見通し  

昭和６３年の供用開始から既に古い施設は、３７年が経過する。管路

については、まだ老朽化の域に達していないが、今後の施設改修に向け

た費用及び改修予定年度を想定したシミュレーションを行い、具体的な

施設ごと（処理場ごと）の計画を策定することが必要となる。  

   

（５）組織の見通し  

令和６年度から企業会計に移行したが、人の配置がされていない。  

産業観光課農林担当内で事務処理や施設管理業務が行われているが、  

企業会計に移行したことから、組織体制も整備する必要がある。  

  

 

 



                                 

 

 

３．経営の基本方針  

・ 公共用水域の水質保全  

  計画的な施設維持管理の実施により、農村部の生活環境の向上、  

 農業用水の水質保全に努めます。  

・ 水洗化率の向上、財源確保  

  少子高齢化や人口減少等厳しい社会情勢にあるなかで、主たる財  

 源である使用料収入の確保のため、水洗化率向上に努めるとともに、

未収金対策による収納率の向上に努めます。  

・ 持続可能なサービスの提供  

  令和２年度に策定した最適化整備構想に基づき、修繕・改築計画  

 の平準化等を計画的に推進し、財政負担の低減を図り、持続可能で  

安定的なサービスを提供していきます。  

・ 経営基盤の強化  

  経営感覚をもった人材育成のため、各種の講習会、研修会へ積極  

 的に職員が参加し、経営基盤の強化に努めます。  

 

４．投資・財政計画（収支計画）  

（１）投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり  

 ※赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されているこ

とが必要  

 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

目  標 

収支計画の策定の前提となる長期投資試算の結果

及びそれに基づく長期目標 

 各施設の耐用年数が近い将来順次迎えることから、

農業集落排水事業のあり方を検討する必要がある。 

 そのため、既存施設のうち、業務運営上支障をき

たす恐れのあるものの修繕・交換を行い、全体とし

ての方針を打ち出す。 

 

 

 

 

 



                                 

 

 

※ 収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（対象施 

設、時期、金額等）に記載すること。 

 施設の更新経費については、年間４００万円～５００万円を目途に更

新を行い、施設全体の更新については、施設の機能診断評価に基づき、

順次更新を行う予定である。しかしながら、年間更新予定金額を上回る

更新が必要な際は町の財政支援により更新を行うことが必要となる。ま

た、各排水処理施設の更新及びその施設に繋がる管渠等の更新は、各排

水処理施設のあり方を検討後に具体的に進めることが必要である。 

 

② 収支計画のうち財源についての説明  

目  標  

収支計画の策定の前提となる長期財源資産の結果及び

それに基づく長期目標  

 使用料収入は、利用料金の大幅な引き上げは困難な  

ため、減価償却相当額を町からの補助金で賄う。また、  

各排水処理施設の更新及びその施設に繋がる管渠等の

更新は、各排水処理施設のあり方を検討後に具体的に

進めることが必要である。  

 

※収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（対象施設、

時期、金額等）に記載すること。  

 越生町の農業集落排水事業における使用料金は、越生町が加入する公

共下水道組合の使用料金に準ずることになっており、全体収支を踏まえ

た使用料金の設定は困難である。そのため、減価償却費相当額を町から

の補助金で賄い、収支計画を策定している。また、施設更新費用が高額

となり、減価償却費相当額の補助金では、賄えない年度については、減

価償却費を超える町からの補助金を想定している。 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

※収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（対象施設、時

期、金額等）に記載すること。 

 農業集落排水事業について、人件費については、計上されていない。  

農業集落排水事業のあり方を含め、早急に検討をしなければならない。 

 

 

 

 



                                 

 

 

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組  

の概要  

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期  

間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解  

消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費  

回収率等の指標に係る目標値を記載すること。  

  ※（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画） 

に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組 

について、その内容等を記載すること。 

 

① 今後の投資についての考え方・検討状況  

 ※処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること  

広域化・共同化・最適

化に関する事項  

施設廃止・統合についての検討を進めます。  

 

投資の平準化に関する

事項  

 個々の施設・管路の重要度・優先度を踏ま

え、更新時期の先送り等を検討し、投資費用の

平準化を図ります。大規模改修では、補助金・

企業債を活用し財源の確保に努めます。  

民間活力の活用に関す

る事項（PPP/PFI な

ど）  

未検討  

 

その他の取組  未検討  

 

② 今後の財源についての考え方・検討状況  

使用料の見直しに関す

る事項  

 令和７年度に公共下水道組合の改定に併せて

使用料の改定を行いました。今後も、広域下水

道組合の料金改定に併せて改定を検討してまい

ります。  

資産活用による収入増

加の取組について  

資産活用ができる資産がないため、困難。  

その他の取組   建設改良にあっては、国補助金の活用や有利

な起債により、適切な財源確保に努めます。  

また、日々の維持管理を徹底し、施設寿命の

延伸化に努めます。今後の大規模な設備投資に

かかる財源確保に努めます。  



                                 

 

 

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関す

る事項（包括的民間委

託等の民間委託、指定

管理者制度、PPP/PFI

など） 

 規模が小さいため、現状での民間活力の活用

は困難。 

 

 

 

職員給与費に関する事

項 

 現在の会計には、人件費が含まれていないた

め、人件費を含めた会計処理が必要である。 

動力費に関する事項 

 

 動力費は、光熱水費として計上しているが、

処理施設７か所について、特に対応は考えてい

ない。 

薬品費に関する事項  なし 

修繕費に関する事項 

 

 修繕費について、管渠については、今後、部

分的に発生することが考えられる。また、施設

については、機械設備等の交換時期を検討し、

４条予算での対応となる。 

委託費に関する事項 

 

 水質管理や施設管理については、引き続き業

者委託により対応していくことになる。 

その他の取組  なし 

 

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項  

経営戦略の事後検証、

改定等に関する事項  

 

 農業集落排水事業における使用料金は、公共下

水道組合の料金に準拠しており、農業集落排水事

業開始当時から構造的には、使用料金では賄えな

い構造である。施設維持経費等を考慮し、合併浄

化槽への転換を含めた検討が必要である。  

 



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． (A) 10,968 12,100 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
(1) 10,968 12,100 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
(2) (B)
(3)

２． 49,223 52,191 55,533 75,372 54,384 52,535 51,856 50,803 50,734 50,664 50,439
(1) 26,180 29,648 33,276 53,155 32,636 31,686 31,346 30,794 30,759 30,724 30,579

26,180 29,648 33,276 53,155 32,636 31,686 31,346 30,794 30,759 30,724 30,579

(2) 22,983 22,542 22,257 22,217 21,748 20,849 20,510 20,009 19,975 19,940 19,860
(3) 60 1

(C) 60,191 64,291 68,533 88,372 67,384 65,535 64,856 63,803 63,734 63,664 63,439
１． 60,461 59,236 60,318 60,531 61,023 60,290 60,169 59,835 60,019 60,202 60,275
(1)

(2) 26,612 25,663 26,823 26,823 26,823 26,823 26,823 26,823 26,823 26,823 26,823
6,865 7,662 8,245 8,245 8,245 8,245 8,245 8,245 8,245 8,245 8,245
5,134 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

14,613 17,001 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578 17,578
(3) 33,849 33,573 33,495 33,708 34,200 33,467 33,346 33,012 33,196 33,379 33,452

２． 50
(1)
(2) 50

(D) 60,461 59,286 60,318 60,531 61,023 60,290 60,169 59,835 60,019 60,202 60,275
(E) △ 270 5,005 8,215 27,841 6,361 5,245 4,687 3,968 3,715 3,462 3,164
(F)
(G)
(H)

△ 270 5,005 8,215 27,841 6,361 5,245 4,687 3,968 3,715 3,462 3,164
(I) 61,936 63,021
(J) 20,615 11,775

654 649
(K) 9,016 558

9,016 558
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 10,968 12,100 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益

令和８年度 令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 565 541

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （決算見込）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９． 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

(A) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

(B)

(C) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

１． 4,000 4,680 24,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

２．

３．

４．

５．

(D) 4,000 4,680 24,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

(E) △ 80 3,920 4,600 23,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920

１．

２． 3,920 4,600 4,000 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920

３．

４． 19,920

(F) 3,920 4,600 23,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920

△ 80

(G)

(H)

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （決算見込）

26,180 29,648 33,276 53,155 32,636 31,686 31,346 30,794 30,759 30,724 30,579

26,180 29,648 33,276 33,797 32,636 31,686 31,346 30,794 30,759 30,724 30,579

19,358

26,180 29,648 33,276 53,155 32,636 31,686 31,346 30,794 30,759 30,724 30,579

令和１６年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

計

そ の 他

令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

本年度


